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(57)【要約】
【課題】３相分の電力用の開閉器及び接地開閉器の操作
装置を簡素化し、開閉器全体を小形化することができる
開閉器の操作装置を提供する。
【解決手段】開閉器の接点を開閉操作する開閉器の操作
装置であって、間隔を持って並設した複数の軸筒部と前
記各軸筒部に設けられ、先端側に連結孔を有するレバー
部とからなる複数の第１の操作レバー６と、前記第１の
操作レバー６の前記レバー部間に設けた第１の連結体６
Ｄと、前記第１の操作レバーの前記軸筒部間に配置した
複数の軸筒部と前記各軸筒部に設けられ、先端側に連結
孔を有するレバー部とからなる複数の第２の操作レバー
７と、前記第２の操作レバーの前記レバー部間に設けた
第２の連結体７Ｄと、前記第１及び第２の操作レバーの
前記軸筒部に挿入した共通の支持軸８とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開閉器の接点を開閉操作する開閉器の操作装置であって、
　間隔を持って並設した複数の軸筒部と前記各軸筒部に設けられ、先端側に連結孔を有す
るレバー部とからなる複数の第１の操作レバーと、
　前記第１の操作レバーの前記レバー部間に設けた第１の連結体と、
　前記第１の操作レバーの前記軸筒部間に配置した複数の軸筒部と前記各軸筒部に設けら
れ、先端側に連結孔を有するレバー部とからなる複数の第２の操作レバーと、
　前記第２の操作レバーの前記レバー部間に設けた第２の連結体と、
　前記第１及び第２の操作レバーの前記軸筒部に挿入した共通の支持軸とを備えた
　ことを特徴とする開閉器の操作装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の開閉器の操作装置において、
　前記第１の操作レバーと前記第１の連結体、及び前記第２の操作レバーと前記第２の連
結体とを、それぞれ一体成形したことを特徴とする開閉器の操作装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の開閉器の操作装置において、
　前記第１の操作レバー、及び前記第２の操作レバーは、
　基端側に半円形の孔溝を有する半円形の軸筒部と前記半円形の軸筒部に設けられ、先端
側に半円形の孔溝を有するレバー部とからなる内側レバー部と、
　前記内側レバー部の外側に嵌めこみ可能で、基端内側に半円形の孔溝を有する半円形の
軸筒部と前記半円形の軸筒部に設けられ、先端側に半円形の孔溝を有するレバー部とから
なる外側レバー部とで構成したことを特徴とする開閉器の操作装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の開閉器の操作装置において、
　前記第１の操作レバー、及び前記第２の操作レバーは、
　内側レバー部と、
　前記内側レバー部の外側に嵌めこみ可能で、基端側に設けた軸筒部と前記軸筒部に設け
られ、先端側に連結孔を有するレバー部とからなる外側レバー部とで構成したことを特徴
とする開閉器の操作装置。
【請求項５】
　　請求項１乃至４のいずれかに記載の開閉器の操作装置において、
　前記第１の操作レバー、及び前記第２の操作レバーにおける最側端のレバー部の側面に
、位置決め部材を設けたことを特徴とする開閉器の操作装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の開閉器の操作装置において、
　前記第１の操作レバーは、操作ロッドを介して開閉器の可動接点に、前記第２の操作レ
バーは、操作ロッドを介して接地開閉器の可動接点に連結したことを特徴とする開閉器の
操作装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受配電設備に使用される電力用の開閉器の操作装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、開閉器の操作機構として、投入ロッドを軸方向に駆動させる投入コイルが配され
た操作器側と三相３台の真空バルブが配された遮断器側とにまたがる開閉レバーを、遮断
器側に連結されるとともに、開閉レバーに連動して軸に直角な方向に駆動されるシャフト
を備え、このシャフトに連動して３台の真空バルブを一括して開閉動作させるものがある
（例えば、特許文献１参照。）。
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【０００３】
【特許文献１】特開平６－８９６４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　電力用の開閉器には、点検時の安全性を確保するために、接地開閉器を付設している。
このため、この種の開閉器には、この開閉器を開閉操作するためのレバー操作装置と、接
地開閉器を操作するためのレバー操作装置を備えることになるので、これらのレバー操作
装置を構成する支持軸が２つ必要となる。
【０００５】
　その結果、支持軸の設置スペースが大きくなり、開閉器全体が大型化になるという憾み
があった。
【０００６】
　本発明は、上述の事柄に基づいてなされてもので、３相分の電力用の開閉器及び接地開
閉器の操作装置を簡素化し、開閉器全体を小形化することができる開閉器の操作装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、第１の発明は、開閉器の接点を開閉操作する開閉器の操
作装置であって、間隔を持って並設した複数の軸筒部と前記各軸筒部に設けられ、先端側
に連結孔を有するレバー部とからなる複数の第１の操作レバーと、前記第１の操作レバー
の前記レバー部間に設けた第１の連結体と、前記第１の操作レバーの前記軸筒部間に配置
した複数の軸筒部と前記各軸筒部に設けられ、先端側に連結孔を有するレバー部とからな
る複数の第２の操作レバーと、前記第２の操作レバーの前記レバー部間に設けた第２の連
結体と、前記第１及び第２の操作レバーの前記軸筒部に挿入した共通の支持軸とを備えた
　ことを特徴とする。
【０００８】
　また、第２の発明は、第１の発明において、前記第１の操作レバーと前記第１の連結体
、及び前記第２の操作レバーと前記第２の連結体とを、それぞれ一体成形したことを特徴
とする。
【０００９】
　更に、第３の発明は、第１の発明において、前記第１の操作レバー、及び前記第２の操
作レバーは、基端側に半円形の孔溝を有する半円形の軸筒部と前記半円形の軸筒部に設け
られ、先端側に半円形の孔溝を有するレバー部とからなる内側レバー部と、前記内側レバ
ー部の外側に嵌めこみ可能で、基端内側に半円形の孔溝を有する半円形の軸筒部と前記半
円形の軸筒部に設けられ、先端側に半円形の孔溝を有するレバー部とからなる外側レバー
部とで構成したことを特徴とする。
【００１０】
　また、第４の発明は、第１の発明において、前記第１の操作レバー、及び前記第２の操
作レバーは、内側レバー部と、前記内側レバー部の外側に嵌めこみ可能で、基端側に設け
た軸筒部と前記軸筒部に設けられ、先端側に連結孔を有するレバー部とからなる外側レバ
ー部とで構成したことを特徴とする。
【００１１】
　更に、第５の発明は、第１乃至第４の発明のいずれかにおいて、前記第１の操作レバー
、及び前記第２の操作レバーにおける最側端のレバー部の側面に、位置決め部材を設けた
ことを特徴とする。
【００１２】
　また、第６の発明は、第１乃至第５の発明のいずれかにおいて、前記第１の操作レバー
は、操作ロッドを介して開閉器の可動接点に、前記第２の操作レバーは、操作ロッドを介
して接地開閉器の可動接点に連結したことを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、３相の開閉器の可動接点を一括操作する操作レバーと、接地開閉器の
可動接点を一括操作する操作レバーとの基端部を交互に並設し、各操作レバーの基端部を
１つの共通の支持軸に回動可能に支持したので、レバー装置の構成を簡素化することがで
きる。その結果、開閉器全体を更に小形化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の開閉器の操作装置の実施の形態を図面を用いて説明する。　
　図１乃至図７は、本発明の開閉器の操作装置の一実施の形態を示すもので、図１は本発
明の開閉器の操作装置の一実施の形態を備えた開閉器の平面図、図２は本発明の開閉器の
操作装置の一実施の形態を拡大して示す平面図、図３は図２に示す本発明の開閉器の操作
装置の一実施の形態をIII－III矢視から見た断面図、図４は図２に示す本発明の開閉器の
操作装置の一実施の形態をIV－IV矢視から見た断面図、図５から図７は本発明の開閉器の
操作装置の一実施の形態の組立状態を示す斜視図である。　
　図１において、開閉器１の筐体２内には、図１上、上下方向に並設した３相の主回路用
の開閉器４と、これらの開閉器４に対応して図１上、上下方向並設した（図１上、上下方
向）接地開閉器５とが、この例では、図１上、左右方向に３組並設されている。
【００１５】
　上述した３相の主回路用の開閉器４には、この３相の主回路用の開閉器４を一括操作す
る第１の操作レバー６が、３相の接地開閉器５には、この３相の接地開閉器を一括操作す
る第２の操作レバー７とが、同軸上に並設されている。
【００１６】
　上述した第１の操作レバー６、及び第２の操作レバー７の詳細な構成を、図１乃至図４
を用いて説明する。　
　第１の操作レバー６は、間隔を持って並設され、孔６ａを有する複数（この例では３つ
）の軸筒部６Ａと、各軸筒部６Ａの軸線と直交するように各軸筒部６Ａに設けられ、先端
側に連結孔６Ｂを有するレバー部６Ｃと、レバー部６Ｃを連結するようにレバー部６Ｃの
側部間に設けた第１の連結体６Ｄと、一方端のレバー部６Ｃの側面に設けた位置決め部材
６Ｅとからなっている。
【００１７】
　第２の操作レバー７は、前述した第１の操作レバー６と同様な構造であり、第１の操作
レバー６の軸筒部６Ａの端面間に配置され、孔７ａを有する複数（この例では３つ）の軸
筒部７Ａと、各軸筒部７Ａの軸線と直交するように各軸筒部７Ａに設けられ、先端側に連
結孔７Ｂを有するレバー部７Ｃと、レバー部７Ｃを連結するようにレバー部７Ｃの側部間
に設けた第２の連結体７Ｄと、一方端のレバー部７Ｃの側面に設けた位置決め部材７Ｅと
からなっている。
【００１８】
　第１の操作レバー６と第２の操作レバー７とは、その基端部となる各軸筒部６Ａと各軸
筒部７Ａとが交互に嵌り込んでおり、各軸筒部６Ａと各軸筒部７Ａに共通の支持軸８が挿
入されている。支持軸８の両端は、図２に示すように、軸支持部９の孔に挿入されて支持
される。軸支持部９は、図１に示すように、筐体２の内面にボルト１０によって固定され
ている。
【００１９】
　第１の操作レバー６の各レバー部６Ｃは、図１に示すように、ピン軸１１によって主回
路用の開閉器４の操作ロッド４Ａにそれぞれ連結されている。また、第２の操作レバー７
の各レバー部７Ｃは、図１に示すように、ピン軸１２によって接地開閉器５の操作ロッド
５Ａにそれぞれ連結されている。また、第１の操作レバー、及び第２の操作レバー７は、
操作器（図示せず）に連結されている。第１の操作レバー６及び第２の操作レバー７を、
鋳物による一体成形することができる。この場合、第１の操作レバー６及び第２の操作レ
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バー７における各軸筒部６Ａ、軸筒部７Ａの孔には、支持軸８が挿入されるため、孔内面
が機械加工される。
【００２０】
　次に、上述した本発明の開閉器の操作装置の一実施の形態の組立手順を、図５乃至図７
を用いて説明する。　
　図５に示すように、例えば、同様な構造である第１の操作レバー６と第２の操作レバー
７を、各軸筒部６Ａと各軸筒部７Ａとが対向するように配置し、この状態で図５に示すよ
うに、第２の操作レバー７を、第１の操作レバー６に対して、反転させる。
【００２１】
　次に、第２の操作レバー７を、第１の操作レバー６側に移動させて、第２の操作レバー
７における各軸筒部７Ａの孔が第１の操作レバー６の各軸筒部６Ａの孔に一致するように
、第２の操作レバー７における各軸筒部７Ａを、第１の操作レバー６の各軸筒部６Ａ嵌め
合わせた後、図６に示すように、第１の操作レバー６の軸筒部６Ａ及び第２の操作レバー
７の軸筒部７Ａの各孔に、支持軸８を挿入する。これにより、第１の操作レバー６と第２
の操作レバー７は、支持軸８回りに回動可能に支持軸８に連結することができる。
【００２２】
　次に、図７に示すように、支持軸８の各両端に軸支持部９を取り付けて、開閉器１の筐
体２内に配置した後、軸支持部９を図１に示すように、筐体２の外側からボルト１０によ
って筐体２に固定すれば、第１の操作レバー６と第２の操作レバー７を、筐体２内に装設
することができる。
【００２３】
　筐体２内に装設した第１の操作レバー６のレバー部６Ｃは、図１に示すように、ピン軸
１１によって主回路用の開閉器４の操作ロッド４Ａにそれぞれ連結されている。また、第
２の操作レバー７のレバー部７Ｃは、ピン軸１２によって接地開閉器５の操作ロッド５Ａ
にそれぞれ連結される。これにより、操作器の操作によって、各相の第１の操作レバー６
、及び各相の第１の操作レバー７は、それぞれ連動し、各相の主回路用の開閉器４、及び
接地開閉器５を３相一括して開閉動作させることができる。
【００２４】
　上述した本発明の開閉器の操作装置の一実施の形態によれば、３相の開閉器の可動接点
を一括操作する第１の操作レバー６と、接地開閉器の可動接点を一括操作する第２の操作
レバー７との基端部を交互に並設し、各操作レバーの基端部を１つの共通の支持軸に回動
可能に支持したので、レバー装置の構成を簡素化することができる。その結果、開閉器全
体を更に小形化することができる。
【００２５】
　また、第１の操作レバー６と、第２の操作レバー７とは、同一構造で、それぞれ同一鋳
型で製造することができるので、製作コスト、及び部品点数を削減することができる。
【００２６】
　更に、第１の操作レバー６及び第２の操作レバー７における各軸筒部６Ａ及び軸筒部７
Ａの軸方向寸法を確保することができるので、耐衝撃性が良好である。
【００２７】
　また、第１の操作レバー６及び第２の操作レバー７を、鋳物による一体成形とすること
により、変形が少ないので、組付け性が良好である。
【００２８】
　図８乃至図１２は、本発明の開閉器の操作装置の他の実施の形態を示すもので、図８は
本発明の開閉器の操作装置の他の実施の形態を拡大して示す平面図、図９は図８に示す本
発明の開閉器の操作装置の他の実施の形態をIX－IX矢視から見た断面図、図１０は図８に
示す本発明の開閉器の操作装置の他の実施の形態をＸ－Ｘ矢視から見た断面図、図１１及
び図１２は本発明の開閉器の操作装置の一実施の形態の組立状態を示す斜視図である。こ
れらの図において、図１乃至図４に示す符号と同符号のものは、同一又は相当する部分で
あるので、その詳細な説明は省略する。　
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　この実施の形態は、第１の操作レバー６と第２の操作レバー７とにおける軸筒部６Ａ，
７Ａと、レバー部６Ｃ，７Ｃを、２部材で構成するようにしたもので、具体的には、図１
０に示すように、内側レバー部６０Ａ，７０Ａと、内側レバー部６０Ａ，７０Ａの外側に
それぞれ嵌めこみ可能な外側レバー部６１Ａ，７１Ａとで構成されている。
【００２９】
　内側レバー部６０Ａ，７０Ａは、各基端側に半円形の孔溝６０Ａ１，７０Ａ１を有する
半円形の軸筒部６０Ａ２，７０Ａ２と、この半円形の軸筒部６０Ａ２，７０Ａ２にそれぞ
れ設けられ、先端側に半円形の孔溝６０Ａ３，７０Ａ３を有するレバー部６０Ａ４，７０
Ａ４とを備えている。
【００３０】
　外側レバー部６１Ａ，７１Ａは、内側レバー部６０Ａ，７０Ａの外側にそれぞれ嵌めこ
み可能で、基端内側に半円形の孔溝６１Ａ１，７１Ａ１を有する半円形の軸筒部６１Ａ２
，７１Ａ２とこの半円形の軸筒部６１Ａ２，７１Ａ２に設けられ、先端内側に半円形の孔
溝６１Ａ３，７１Ａ３を有するレバー部６１Ａ４，７１Ａ４とを備えている。外側レバー
部６１Ａ，７１Ａは、第１の操作レバー６と第２の操作レバー７と同様に鋳物で製作され
ている。
【００３１】
　この実施の形態においては、図１１に示すように、第１の連結体７Ｄでそれぞれ連結さ
れた内側レバー部７０Ａに、位置決めし、図１２に示すように、外側レバー部６１Ａ，７
１Ａを内側レバー部６０Ａ，７０Ａの外側にそれぞれ順次嵌め込み組付けることによって
、操作レバーを構成することができる。なお、図１１及び図１２には、第２の操作レバー
７のみを示してあるが、第１の操作レバー６についても、同様に組み立てることができる
。
【００３２】
　このように組み立てられた第１の操作レバー６と第２の操作レバー７は、前述した実施
の形態と同様に、支持軸８で連結した後、支持軸８の各両端に軸支持部９を取り付けて、
開閉器１の筐体２内に配置し、装設される。
【００３３】
　この実施の形態においても、前述した実施の形態と同様な効果を得ることができる。ま
た、この実施の形態においては、レバー部６Ｃ，７Ｃを、内側レバー部６０Ａ，７０Ａと
、内側レバー部６０Ａ，７０Ａの外側にそれぞれ嵌めこみ可能な外側レバー部６１Ａ，７
１Ａとで構成したことにより、内側レバー部６０Ａ，７０Ａにおける半円形の軸筒部６０
Ａ２，７０Ａ２の半円形の孔溝６０Ａ１，７０Ａ１の内面と、レバー部６０Ａ４，７０Ａ
４における先端側の半円形の孔溝６０Ａ３，７０Ａ３の内面との機械加工が容易となる。
【００３４】
　また、第１の操作レバー６と第２の操作レバー７とにおける軸筒部６Ａ，７Ａと、レバ
ー部６Ｃ，７Ｃを、２部材で構成する他の例として、図１３に示すように、角形断面を有
する内側レバー部６１Ａ，７１Ａと、この内側レバー部６１Ａ，７１Ａの外側に嵌めこみ
可能で、基端内側に軸筒部とこの軸筒部に設けられ、先端側に連結孔を有するレバー部と
からなる外側レバー部６１Ａ，７１Ａとで構成したものを用いることも可能である。
【００３５】
　この例によれば、前述した実施の形態と同様な効果を得ることができる。また、この実
施の形態によれば、内側レバー部６１Ａ，７１Ａの外側に嵌め込まれる外側レバー部６１
Ａ，７１Ａにおける軸筒部の孔、及びレバー部の先端側の連結孔の内面加工を、更に容易
に、且つ精度良くすることができる。
【００３６】
　なお、上述の実施の形態においては、第１の操作レバー６及び第２の操作レバー７にお
ける各軸筒部６Ａ及び各軸筒部７Ａの軸方向寸法を、二股状のレバー部６Ｃ及びレバー部
７Ｃの幅方向寸法と同一としたが、各軸筒部６Ａ及び各軸筒部７Ａの軸方向寸法を、二股
状のレバー部６Ｃ及びレバー部７Ｃの幅方向寸法より大きくすることも可能である。これ
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によれば、耐衝撃性を更に向上でき、信頼性を高めることができる。
【００３７】
　また、上述の実施の形態においては、第１の操作レバー６及び第２の操作レバー７にお
けるレバー部６Ｃ及びレバー部７Ｃを、二股状にしたが、１つのレバーにすることも可能
である。
【００３８】
　また、上述の実施の形態においては、第１の操作レバー６及び第２の操作レバー７に位
置決め部材６Ｅ，７Ｅを設けたが、これを省略することも可能である。さらに、支持軸８
を固定することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の開閉器の操作装置の一実施の形態を備えた開閉器の平面図である。
【図２】本発明の開閉器の操作装置の一実施の形態を拡大して示す平面図である。
【図３】図２に示す本発明の開閉器の操作装置の一実施の形態をIII－III矢視から見た断
面図である。
【図４】図２に示す本発明の開閉器の操作装置の一実施の形態をIV－IV矢視から見た断面
図である。
【図５】本発明の開閉器の操作装置の一実施の形態の組立状態を示す斜視図である。
【図６】本発明の開閉器の操作装置の一実施の形態の組立状態を示す斜視図である。
【図７】本発明の開閉器の操作装置の一実施の形態の組立状態を示す斜視図である。
【図８】本発明の開閉器の操作装置の他の実施の形態を拡大して示す平面図である。
【図９】図８に示す本発明の開閉器の操作装置の他の実施の形態をIX－IX矢視から見た断
面図である。
【図１０】図８に示す本発明の開閉器の操作装置の他の実施の形態をＸ－Ｘ矢視から見た
断面図ある。
【図１１】本発明の開閉器の操作装置の他の実施の形態の組立状態を示す斜視図である。
【図１２】本発明の開閉器の操作装置の他の実施の形態の組立状態を示す斜視図である。
【図１３】本発明の開閉器の操作装置の更に他の実施の形態を示すレバー部の横断面図で
ある。
【符号の説明】
【００４０】
１　　　　　　開閉器
２　　　　　　筐体
４　　　　　　主回路用の開閉器
５　　　　　　接地開閉器
６　　　　　　第１の操作レバー
７　　　　　　第２の操作レバー
６Ａ，７Ａ　　軸筒部
６Ｂ，７Ｂ　　連結孔
６Ｃ，７Ｃ　　レバー部
６Ｄ，７Ｄ　　第１の連結体
６Ｅ，７Ｅ　　位置決め部材
８　　　　　　支持軸
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